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令和５年４月農業委員会総会議事録 

 

日   時 令和５年４月２８日（金曜日）議事開始 午前 ８時４６分 

 

場   所 えびの市役所 １－３・４会議室 

 

出席委員 

【農業委員】 尾山 實文  竹下 助範  山下 正成  下原 小枝子 

       栗下 章二  前原 幸太郎 岩屋 美智子 田中 雄策 

       田上 みゆき 

 

【推進委員】 谷口 克美  赤川 リク子 西田 保子  園田 義保 

       福迫 久利  津口 えりこ 山口 長徳  溝添 トミ子 

       吉留 律子  宮田 吉人  土器 三紀夫 吉田 尚美  

       高谷 千代子 増田 賢造 

 

欠 席 委 員  

【農業委員】 稲田 優 

【推進委員】 伊地知 トシ子 杉元 義男 中津 ゆみ子 

事務局職員  

       事務局長    押川 国智   事務局長補佐    大田黒 元 

       農地調整係長  塩入 友之   農地調整係主査   大園 あけみ 

       農地調整係主査 宮原 直子   農地調整係主任主事 馬越脇 浩 

       農地調整係主事 佐藤 純大  
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議   題  

    報告第１号 農地等の合意解約について 

    報告第２号 農用地利用配分計画について 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

    議案第２号 農用地利用集積計画について 

     議案第３号 農用地利用集積等促進計画について 

    議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請について 

    議案第５号 非農地証明願いについて 
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事務局長 それではただいまから令和５年４月定例農業委員会総会を開催い

たします。ご起立をお願いいたします。一同礼。おはようございま

す。ご着席ください。 

尾山会長 【あいさつ・・・・】 

尾山議長 次に委員の出席状況を報告いたします。稲田委員、伊地知委員、

杉元委員と中津委員より本日の会議に欠席する旨、届出がありまし

たので報告いたします。よって、ただいまの出席者は農業委員９名、

農地利用最適化推進委員１４名で定足数に達しております。これよ

り会議を開きます。議事に入る前に議事録署名委員に、前原委員と

田中委員を指名いたします。 

 それでは、ただ今から今月の議事に入ります。報告第１号から報

告第２号及び議案第１号から議案第５号までを一括議題といたしま

す。事務局長に議案の朗読をお願いします。 

事務局長 （議案朗読） 

尾山議長  議案の朗読が終わりました。これより報告及び審議に入ります。

まず、報告第１号「農地等の合意解約について」事務局から説明を

お願いします。 

事務局  議長。 

尾山議長 事務局。 

事務局 それでは、報告第１号「農地等の合意解約について」ご説明いた

します。議案書１ページをお開きください。今月の合意解約件数は

３５件でございます。 

２ページをご覧ください。令和５年４月分の合意解約一覧につき

ましては、ご覧のとおりでございます。今月の総会案件と関連がな

いものについて順番にご説明いたします。 

整理番号１番及び２番は、耕作に不便なため借人からの申出に伴

う解約です。整理番号３番から７番は、耕作者変更のため解約する

ものです。整理番号８番は、耕作に不便なため借人からの申出に伴
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う解約です。整理番号９番は、経営規模を縮小するため解約するも

のです。次のページになります。整理番号１７番は、貸付農地が遊

休化していたため解約するものです。整理番号２４番は、経営規模

を縮小するため解約するものです。次のページになります。整理番

号２７番から３０番までは、農地を売却するため解約するものです。 

以上、ご報告いたします。 

尾山議長  説明が終わりました。何かご質問はありませんか。 

 （なしと言う者多数あり） 

尾山議長 質問がないようですので、次に報告第２号「農用地利用配分計画

について」、事務局から説明をお願いします。 

事務局 議長。 

尾山議長 事務局。 

事務局  報告第２号「農用地利用配分計画について」ご説明いたします。 

５ページをご覧ください。今月の農用地利用配分計画については、

令和５年４月１日付けで県知事が認可した案件をご報告するもので

ございます。 

計２６件、５６筆、６１，７１３㎡となっております。 

 詳細につきましては、６ページから１１ページに記載のとおりで

す。 

以上、ご報告いたします。 

尾山議長 説明が終わりました。何かご質問はありませんか。 

 （なしと言う者多数あり） 

尾山議長 質問がないようですので、以上で報告を終わります。次に議案第

１号「農地法第３条の規定による許可申請について」を議題といた

します。事務局から説明をお願いします。 

事務局 議長。 

議長 事務局。 

事務局 それでは、議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請につ
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いて」ご説明いたします。２ページをご覧ください。今月の許可申

請件数は、所有権移転１７件、貸借８件、合計２５件となります。申

請人の住所・氏名は省略して、申請内容については、概略をご説明

いたします。 

初めに、所有権移転について、ご説明いたします。１３ページに

なります。整理番号１番、田１筆、１，０６７㎡の贈与です。 

次に、以下の整理番号２番から整理番号４番までは、三者による

交換になります。整理番号２番、田１筆、３６６㎡です。 

次に、整理番号３番、田 1筆、３４７㎡です。 

１４ページになります。整理番号４番、田１筆、３９２㎡です。 

次に、整理番号５番、田１筆、畑１筆、計２筆、１，６９９㎡の売

買です。価格は総額〇〇円です。 

１５ページになります。整理番号６番、畑１筆、７９６㎡の贈与

です。備考欄のとおり、稲田委員の掘起しです。 

次に、整理番号７番、田１筆、７５８㎡の売買です。価格は総額〇

〇円です。 

次に、整理番号８番、１６ページまでになります。田４筆、４，５

３９㎡の売買です。価格は総額〇〇円です。備考欄のとおり、溝添

委員の掘起しです。 

次に、整理番号９番、１７ページまでになります。田４筆、２，４

０７㎡の売買です。価格は総額〇〇円です。 

次に、整理番号１０番、１８ページまでになります。田１筆、２４

８㎡の売買です。価格は総額〇〇円です。 

次に、整理番号１１番、畑１筆、９３６㎡の売買です。価格は総額

〇〇円です。 

次に、整理番号１２番、田２筆、１，２５４㎡の売買です。価格は

総額〇〇円です。備考欄のとおり、山下委員の掘起しです。 

１９ページになります。整理番号１３番、田１筆、５２２㎡の贈
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与です。備考欄のとおり、福迫委員の掘起しです。 

次に、整理番号１４番、田２筆、１，７３７㎡の売買です。価格は

総額〇〇円です。備考欄のとおり、竹下代理の掘起しです。 

２０ページになります。整理番号１５番、田２筆、１，６２０㎡の

売買です。価格は総額〇〇円です。備考欄のとおり、竹下代理の掘

起しです。 

次に、整理番号１６番、田１筆、１，９６１㎡の売買です。価格は

総額〇〇円です。 

２１ページになります。整理番号１７番、畑１筆、５４８㎡の贈

与です。 

続きまして、貸借について説明いたします。２２ページになりま

す。整理番号１番、田４筆、３，５５３㎡の賃貸借です。備考欄のと

おり、竹下代理の掘起しです。また、貸人が死亡しているため、相続

人からの申出であります。 

２３ページになります。整理番号２番、畑２筆、１，６６９㎡の賃

貸借です。備考欄のとおり、竹下代理の掘起しです。また、貸人が死

亡しているため、相続人からの申出であります。 

整理番号３番、田１筆、３，０１７㎡の賃貸借です。備考欄のとお

り、竹下代理の掘起しです。また、貸人が死亡しているため、相続人

からの申出であります。 

２４ページになります。整理番号４番、畑１筆、５９８㎡の賃貸

借です。備考欄のとおり、竹下代理の掘起しです。また、貸人が死亡

しているため、相続人からの申出であります。 

整理番号５番、田１筆、２，３４２㎡の賃貸借です。備考欄のとお

り、竹下代理の掘起しです。また、貸人が死亡しているため、相続人

からの申出であります。 

整理番号６番、田１筆、１，３５２㎡の賃貸借です。備考欄のとお

り、竹下代理の掘起しです。 
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２５ページになります。整理番号７番、田３筆、１，８８４㎡の使

用貸借です。備考欄のとおり、竹下代理の掘起しです。 

整理番号８番、２６ページまでになります。田３筆、１，８５５㎡

の賃貸借です。 

以上、所有権移転１７件、貸借８件、合計２５件です。ご審議方、

よろしくお願いします。 

尾山議長 事務局の説明が終わりました。議案第１号については、各担当委

員が現地確認等をしていただいております。 

土地の現地確認と申請人「受人」の確認をそれぞれお願いしてお

ります。各委員から報告をしていただきます。 

所有権移転 整理番号１番から４番の土地及び、申請人「受人」

の報告を谷口委員にお願いします。 

谷口委員 議長。 

尾山議長  谷口委員。 

谷口委員  整理番号１番の贈与について報告します。申請農地は、〇〇自治

会内にあります。基盤整備はされております。農地の形状は、長方

形です。農地周辺は、農地と宅地と混在しています。日照、接道、用

排水の状況は、すべて良好です。作付け状況は、水稲と飼料作物で

す。受人は、水稲を中心に営農をされております。後継者は、現在い

ませんが、孫が将来は営農をする可能性もあります。地域との調和

については、所有農地の管理も行き届いており、何ら問題ないと判

断しました。 

 続きまして整理番号２番から４番の申請農地を報告します。この

農地は、整理番号２番から４番まで三者による交換です。 

 整理番号２番から４番の申請農地は、〇〇自治会内にあり、隣接

しております。基盤整備もされており、農地と宅地と混在しており

ます。日照、接道、用排水、全て良好です。 

 整理番号の３番の受人は、大工をしております。この農地につて
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は、取得後は、露地野菜等を作付けするとの事です。周囲へ影響を

及ぼすことのないよう農地を管理するとの事であり、何ら問題ない

と判断します。 

 整理番号４番の受人は、専業農家です。後継者はいません。取得

後は、水稲や露地野菜を作付けするとの事です。地域との調和につ

いては、所有農地の管理も行き届いており、何ら問題ないと判断し

ました。以上で報告を終わります。皆様のご審議方お願いいたしま

す。 

尾山議長  次に、整理番号５番の土地及び、申請人「受人」の報告を竹下会長

代理にお願いします。 

竹下会長代理  議長。 

尾山議長  竹下会長代理。 

竹下会長代理 整理番号５番について報告します。申請農地は、〇〇自治会内に

あります。畑は受人宅の近くにあります。田は少し離れています。

基盤整備はされていません。田の形状は、さほど悪くありません。

畑の形状は、少変形しています。農地周辺は、農地と宅地に囲まれ

ています。日照、接道及び用排水の状況は、特に問題ありません。田

は、飼料作物が作付けされております。畑は、露地野菜が作付けさ

れています。 

受人は、〇〇自治会に在住しており、専業農家で、水稲や露地野

菜の作付行っています。渡し人とは、従兄になります。後継者はい

ます。取得後は、田に水稲、畑に露地野菜を作付けされます。所有地

の畦畔の管理は良好であります。地域との調和についても何ら問題

ありません。皆様のご審議方お願いいたします。 

尾山議長   次に、整理番号６番の土地及び、申請人「受人」の報告を稲田委

員に代わって事務局にお願いします。 

事務局  議長。 

尾山議長  事務局。 
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事務局 整理番号６番の農地について、稲田委員の調査報告を代読します。 

申請農地の場所は、〇〇自治会で、市道○○線の北側です。山林に

接した畑地帯の一角で、南側と東側は茶畑ですが、日照、用・排水は

良好です。これまでも受人が耕作されていた農地ですが、以前の錯

誤から、今回耕作している畑の中の一部が渡し人名義となっていた

もので、渡し人及び受人の間でお互い理解され、贈与するものです。 

次に、受人の状況についてですが、稲作、和牛生産、露地栽培とい

った複合経営の農家で、後継者はおりませんが、一生懸命営農に取

り組まれ、所有農地の管理は行き届いており、問題ないと判断思い

ます。皆さまのご審議をよろしくお願いいたします。 

以上、代読により報告いたします。 

尾山議長  次に、整理番号 7 番の土地を福迫委員に、申請人「受人」の報告

を伊地知委員に代わって事務局にお願いします。 まずは、福迫委

員にお願いします。 

福迫委員  議長。 

尾山議長  福迫委員。 

福迫委員  整理番号７番の農地について報告します。申請地は〇〇自治会内

にあります。基盤整備はされています。〇〇隣にあります。申請農

地の周辺は宅地です。日照、接道、用排水は良好です。昨年も水稲が

作付けされていました。 

尾山議長  次に事務局にお願います。 

事務局 議長。 

尾山議長  事務局。 

下原委員  整理番号７番の受人の状況について、伊地知委員の調査報告を代

読します。受人は、稲作主体で露地野菜との専業農家です。後継者

もおられます。農地の取得後は、稲作をするとのことです。地域と

の調和については、所有農地の管理も行き届いており、問題はない

と判断します。皆さまのご審議方をお願いします。以上、報告いた



10 

 

します。 

尾山議長 次に整理番号８番の土地及び申請人「受人」の報告を溝添委員に

お願いします。 

溝添委員  議長。 

尾山議長  溝添委員。 

溝添委員  整理番号８番の申請農地、受人について報告します。申請地は、

〇〇自治会内にあります。〇〇公園から南に１００ｍ位のところに

あります。基盤整備はされておりません。周辺は、南側が宅地、後は

水田です。日照、接道、用排水は、良好です。 

受人は、兼業農家です。後継者もいらっしゃいます。渡し人とは

親戚になります。地域との調和についても、所有農地の管理も行き

届いている事から何ら問題ないと判断しました。皆様のご審議方、

よろしくお願いいたします。 

尾山議長  次に、整理番号９番の土地及び、申請人「受人」の報告を杉元委員

に代わって事務局にお願いします。 

事務局  議長。 

尾山議長  事務局。 

事務局  整理番号９番の農地について、杉元委員の調査報告を代読します。

申請農地は、〇〇自治会内にあり、基盤整備済みで、周辺一帯は水

田と住宅が混在しています。日照、接道、用排水は特に問題ありま

せん。申請農地の４筆のうち大字西郷２９５番、２９７番、３３１

番１については、転作によるイタリアンを作付け予定で、西郷７８

３番２については、水稲を作付けします。 

次に、受人の状況についてですが、稲作主体の兼業農家で、後継

者がおり、所有農地の管理も良く、問題ないと判断しました。以上、

代読により報告いたします。 

尾山議長 次に、整理番号１０番の土地及び、申請人「受人」の報告を田上委

員にお願いします。 
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田上委員  議長。 

尾山議長  田上委員。 

田上委員  整理番号１０番の農地について報告します。申請農地は、〇〇自

治会内にあります。申請地及びその周辺は、基盤整備がされていま

せん。受人が所有する北側の隣接農地と合わせれば、形状の良い農

地になります。東側は農道、西側は畑です。日照、接道、用排水問題

ありません。 

 受人の営農状況は、建設業を営む兼業農家です。地域との調和に

ついても、所有農地の管理も行き届いている事から何ら問題ないと

判断しました。皆様のご審議方、よろしくお願いいたします。 

尾山議長  次に、整理番号１１番の土地及び、申請人「受人」の報告を谷口委

員にお願いします。 

谷口委員  議長。 

尾山議長  谷口委員。 

谷口委員  整理番号１１番について報告いたします。申請農地は、〇〇自治

会内にあります。基盤整備はされておりませんが、形状はいいです。 

申請農地の周辺は畑です。日照、接道、用排水は問題ありません。 

作付けとしては、キャベツが作付けしてありました。 

 受人は、林業を営む兼業農家です。後継者はあります。取得後は、

露地野菜を作付けされるとの事です。畦畔等の管理や地域との調和

についても、所有農地の管理も行き届いている事から何ら問題ない

と判断しました。皆様のご審議方、よろしくお願いいたします。 

尾山議長  次に、整理番号１２番の土地及び、申請人「受人」の報告を山下委

員にお願いします。 

山下委員  議長。 

尾山議長  山下委員。 

山下委員  整理番号１２番について報告いたします。申請農地は、〇〇自治

会内にあります。○○の東に約３００ｍの所にあります。基盤整備
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は、１０ａ区画でされています。農地の形状は、長方形です。周辺一

帯は、水田であります。日照、用排水は良好です。接道は狭いです

が、軽トラックは通行できます。取得後は、水稲と飼料作物を作付

けされます。 

 受人の状況は、受人も〇〇自治会内に在住されており、会社の役

員との兼業農家です。稲作と繁殖牛を営んでおられます。渡し人と

の関係は、隣人となります。３６歳の長男が後継者になります。畦

畔等の管理や地域との調和についても、所有農地の管理も行き届い

ている事から何ら問題ないと判断しました。皆様のご審議方、よろ

しくお願いいたします。 

尾山議長  次に、整理番号１３番の土地及び、申請人「受人」の報告を福迫委

員にお願いします。 

福迫委員  議長。 

尾山議長  福迫委員。 

福迫委員  整理番号１３番について報告します。申請地及び周辺は、基盤性

が済んでいません。申請地の形状は、長方形です。周辺は北側が山

林、西側が住宅、東と南側が水田地帯です。接道、日照、用排水は良

好です。 

 受人の営農状況は、水稲主体の専業農家で後継者もいます。地域

との調和については、所有農地の管理も行き届いている事から何ら

問題ないと判断しました。皆様のご審議方、よろしくお願いいたし

ます。 

尾山議長  次に、整理番号１４番と１５番の土地及び、申請人「受人」の報告

を竹下会長代理にお願いします。 

竹下会長代理  議長。 

尾山議長  竹下会長代理。 

竹下会長代理  整理番号１４番と１５番を報告します。１４番の申請農地は、〇

〇自治会内にあります。基盤整備は、昔の基盤整備が済んでおり、
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長方形の農地で使いやすいです。周辺一帯は、水田と畑です。日照、

接道、用排水に関しては、特に問題ありません。申請農地の作付け

状況は、現在マルチが張ってあり、里芋の作付けがされていました。 

 受人は、〇〇自治会に居住していますが、親が〇〇自治会内に住

んでいます。営農状況は、稲作や露地野菜の専業農家です。渡人と

の関係は、知人になります。後継者はいません。取得後は露地野菜

を作付けするとの事です。畦畔の管理、地域との調和については特

に問題ありません。 

 続きまして、１５番の申請農地について報告します、この農地も

〇〇自治会内にあります。農地の形状は、形のいい水田です。周辺

一帯は、水田と畑に囲まれています。日照、接道、用排水に関して

も、特に問題ありません。取得後は、水稲と露地野菜の作付けをし

ていくとの事です。 

受人は１４番と同一のため、省略します。何ら問題ないと判断し

ました。皆様のご審議方、よろしくお願いいたします。 

尾山議長  次に、整理番号１６番の土地を園田委員に、申請人「受人」の報告

を溝添委員にお願いします。まずは、園田委員にお願いします。 

園田委員  議長。 

尾山議長  園田委員。 

園田委員  整理番号１６番の農地について報告します。申請農地は３０ｈａ

から４０ｈａの未整備地区です。この農地は、北側に県道がありま

す。農地の形状は若干悪いです。周辺一帯は水田ですが、西側に住

宅が点在しています。日照は良好です。基盤整備がしてありません

ので、接道は悪いです。用排水は、Ｕ字溝が設置してありますが、こ

の日照でも、水が流れているので、若干の湿田であると思われます。

確認時点で耕起がされておりました。 

尾山議長  次に、溝添委員にお願いします。 

溝添委員  議長。 
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尾山議長  溝添委員。 

溝添委員  整理番号１６番の受人について報告します。受人は、〇〇自治会

内に居住されています。営農状況は、稲作主体の専業農家で、後継

者もいます。渡人との関係は、親戚になります。地域との調和は、周

辺農家と協力していきたいとの事です。皆様のご審議方、よろしく

お願いします。 

尾山議長  次に、整理番号１７番の土地を増田委員に、申請人「受人」の報告

を谷口委員にお願いします。まずは、増田委員にお願いします。 

増田委員  議長。 

尾山議長  増田委員 

増田委員  整理番号１７番の申請農地について報告します。申請農地は、〇

〇自治会内にあります。基盤整備はしてありません。申請農地は、

進入道路が狭いです。日照、排水は良好です。 

尾山議長  次に、谷口委員にお願いします。 

谷口委員  議長。 

尾山議長  谷口委員 

谷口委員  整理番号１７番の受人について報告します。受人は、〇〇自治会

内に居住されています。営農状況は、水稲主体の専業農家です。渡

人との関係は知人です。後継者もいます。畦畔の管理、地域との調

和については特に問題ありません。ご審議方、よろしくお願いしま

す。 

尾山議長 次に貸借、整理番号１番から５番の土地及び、申請人「受人」の報

告を竹下会長代理にお願いします。 

竹下会長代理  議長。 

尾山議長  竹下会長代理。 

竹下会長代理  整理番号１番から５番について報告します。１番から５番までの

受人は同一です。１番から５番までの申請農地は、隣接しており、

〇〇自治会内にあります。○○橋の近くにあり、遊休化していまし
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た。周辺一帯は、水田、畑、山林が近くにあり、○○川と○○川に挟

まれています。日照、接道は良好です。用排水については、これま

で、川内川や鉄山川からポンプを利用していました。 

 受人は、夫妻で３年前にえびのに移住され、〇〇自治会に居住さ

れています。旦那さんは、平成２５年まで農業に関係がある仕事を

されており有機農業に興味があられました。現在、えびの市内の農

業法人で働いています。取得後は、農業法人で働きながら、有機栽

培を基にした露地野菜を栽培していくとの事です。最初のうちは農

地の除草作業を行うとの事です。畦畔の管理や地域との調和につい

てもしっかり行っていくとの事です。今後も皆さん見守っていただ

ければありがたいと思っております。報告を終わります。 

尾山議長  引き続き、貸借、整理番号６番と７番の土地及び、申請人「受人」

の報告を竹下会長代理にお願いします。 

竹下会長代理  議長。 

尾山議長  竹下会長代理。 

竹下会長代理  整理番号６番と７番について報告いたします。６番の申請農地は、

〇〇自治会内にあります。基盤整備はされていません。農地の形状

は、まあまあ良いほうです。周辺一帯は、水田、畑、山林に囲まれて

います。この辺はシカやイノシシがでるので、フェンスで囲ってあ

ります。日照、接道、用排水は良好です。 

 ７番の申請農地も、〇〇自治会内にあります。農地の形状は、そ

んなによくありません。周辺一帯は、水田と山林に囲まれています。

日照、接道、用排水は良好です。 

 受人は、移住者ですが、農地を３ｈａほど管理されており、畦畔

の管理、地域との調和については特に問題ありません。報告を終わ

ります。 

尾山議長  次に、貸借、整理番号 8 番の土地及び、申請人「受人」の報告を

溝添委員にお願いします。 
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溝添委員  議長。 

尾山議長  溝添委員。 

溝添委員  整理番号８番について報告します。申請農地は、〇〇自治会内に

あります。基盤整備はされています。周辺一帯は水田です。農地は

きれいに耕運されています。日照、接道、用排水は、ともに良好で

す。 

 続きまして受人の状況について報告します。受人は、稲作主体の

専業農家です。後継者もいます。地域との調和は、周辺農家と協力

していきたいとの事です。皆様のご審議方、よろしくお願いします。 

尾山議長  各委員の説明が終わりました。続きまして、事務局より判断根拠

の説明をお願いします。 

事務局 今回の申請内容につきましては、農地法第３条第２項第１号から

第６号まで事前に事務局で申請書に基づき調査しましたが、問題ご

ざいませんでした。農地法第３条第２項第７号につきましては、委

員の皆様より事前調査の報告がありましたとおり、地域との調和要

件など問題はないということでございます。従いまして、計２５件

につきましては、農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可

要件をすべて充たしていると考えます。以上ご報告いたします。 

尾山議長  ただいま、各委員及び事務局より説明がありました。 

 これより議案第１号の審議に入ります。各委員の質疑を求めます。

質疑はありませんか。 

下原委員 議長。 

尾山議長 下原委員。 

下原委員 所有権移転整理番号１４番と１５番について質問します。ともに

場所は、同じ杉水流で、農地の状況もともにそんなに悪くないと思

いますが、面積も同じくらいなのに、価格が〇〇円と〇〇円ですが

この差額の理由について質問します。 

竹下会長代理 議長。 
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尾山議長  竹下会長代理。 

竹下会長代理  場所も近くにあり、耕地整理すんでいて両方ともいい農地です。

しかし、１５番の渡人が固定資産税の評価額で良いという事でした

のでこの価格になり差がでました。 

尾山議長  外に質疑はありませんか。 

 （なしと言う者多数あり） 

尾山議長  質疑なしの発言がありましたので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。議案第１号は原案のとおり承認することに

賛成の委員の挙手を求めます。 

 （全員挙手） 

尾山議長  全員賛成と認めます。よってお諮りのとおり決定いたします。 

ここでしばらく休憩します。１０時２５分に再開します。 

 （休憩） 

尾山議長 休憩前に引き続き会議を開きます。次に議案第２号「農用地利用

集積計画について」を議題といたします。事務局から説明をお願い

します。 

事務局  議長。 

尾山議長 事務局 

事務局 それでは議案第２号「農用地利用集積計画について」説明します。 

今月の計画件数は、所有権移転６件となっております。申出人の住

所・氏名、備考欄につきましては、特記事項のみを説明し、他は省略

させていただきます。また、法人の場合は、年齢が空欄となります。 

２８ページです。整理番号１番、畑１筆、９４６㎡の売買です。価

格は総額〇〇円です。竹下委員の掘起しです。 

整理番号２番、２８ページから２９ページです。畑４筆、３，２８

９㎡の売買です。価格は総額〇〇円です。竹下委員の掘起しです。 

整理番号３番、田 1 筆、３，０１２㎡の売買です。価格は総額〇

〇円です。 
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整理番号４番、田１筆、８２３㎡の売買です。価格は総額〇〇円

です。山口委員の掘起しです。 

３０ページです。整理番号５番、田１筆、５０２㎡の売買です。価

格は総額〇〇円です。伊地知委員の掘起しです。 

整理番号６番、畑５筆１３，７１６㎡の売買です。価格は総額〇

〇円です。公社の農地売買等事業の売渡です。 

以上、計画内容は、市の基本構想に基づくものであり、利用権設

定等を受ける者が農用地の全てを効率的に利用して耕作すること、 

農作業に常時従事することなど、改正前の農業経営基盤強化促進法

第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。ご審議方よろ

しくお願いいたします。 

尾山議長  ただいま、事務局の説明が終わりました。これより議案第２号の

審議に入ります。 

 整理番号１番と２番の譲受人は、田中委員が役員である法人であ

ります。よって農業委員会等に関する法律第３１条「議事参与の制

限」の規定に基づき田中委員の退席を求めて審議します。田中委員

の退席をお願いします。 

  （田中委員退席） 

尾山議長  それでは、整理番号１番と２番について、各委員の質疑を求めま

す。質疑はありませんか。 

  （なしと言う者多数あり） 

尾山議長  質疑なしの発言がありましたので、質疑を終結いたします。 お

諮りいたします。整理番号１番と２番は、原案のとおり承認するこ

とに賛成の委員の挙手を求めます。 

 （全員挙手） 

尾山議長  全員賛成と認めます。よってお諮りのとおり決定いたします。田

中委員の退席を解きます。 

 （田中委員着席） 
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尾山議長  それでは、整理番号１番と２番を除く、議案第２号の審議に入り

ます。各委員の質疑を求めます。質疑はありませんか。 

 （なしと言う者多数あり） 

尾山議長  質疑なしの発言がありましたので、質疑を終結いたします。お諮

りいたします。整理番号１番と２番を除く議案第２号は、原案のと

おり承認することに賛成の委員の挙手を求めます。 

  （全員挙手） 

尾山議長  全員賛成と認めます。よってお諮りのとおり決定いたします。議

案第２号については、原案のとおり決定した旨を市長に通知します。 

 次に議案第３号「農用地利用集積等促進計画について」を議題と

いたします。事務局から説明をお願いします。 

事務局  議長。 

尾山議長  事務局。 

事務局  議案第３号「農用地利用集積等促進計画について」説明します。

今月の計画件数は３８件です。申出人の住所、氏名、借賃、備考欄に

つきましては、特記事項のみを説明し、他は省略させていただきま

す。 

整理番号１番、田３筆、４，４１８㎡の賃貸借です。 

整理番号２番、田１筆、１，９３８㎡の賃貸借です。 

整理番号３番、田１筆、２，０９５㎡の使用貸借です。 

整理番号４番、畑３筆、１，０８０㎡の賃貸借です。 

整理番号５番、田２筆、１，６８８㎡の賃貸借です。 

整理番号６番、田２筆、２，０３７㎡の賃貸借です。 

整理番号７番、田１筆、１，０６７㎡の賃貸借です。 

整理番号８番、田３筆、５，４６９㎡の賃貸借です。 

整理番号９番、田１筆、２，９０８㎡の賃貸借です。 

整理番号１０番、田４筆、１１，６３４㎡の賃貸借です。 

整理番号１１番、田３筆、３，０２５㎡の賃貸借です。 
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整理番号１２番、田２筆、３，１３４㎡の賃貸借です。 

整理番号１３番、田５筆、４，４３８㎡の賃貸借です。 

整理番号１４番、田１筆、２，１４７㎡の賃貸借です。前原委員の

掘り起しです。 

整理番号１５番、田３筆、３，８０３㎡の賃貸借です。 

整理番号１６番、田１筆、９８１㎡の賃貸借です。 

整理番号１７番、田２筆、３，７０３㎡の賃貸借です。 

整理番号１８番、田２筆、５，８０２㎡の賃貸借です。前原委員の

掘り起しです。 

整理番号１９番、田２筆、１，５２４㎡の賃貸借です。 

整理番号２０番、田５筆、３，５９３㎡の賃貸借です。 

整理番号２１番、田１筆、３２６㎡の賃貸借です。 

整理番号２２番、田２筆、１，２７７㎡の賃貸借です。 

整理番号２３番、田１筆、６２５㎡の賃貸借です。福迫委員の掘

り起しです。 

整理番号２４番、田１筆、９２７㎡の賃貸借です。 

整理番号２５番、田１筆、３，３０７㎡の賃貸借です。下原委員の

掘り起しです。 

整理番号２６番、田１筆、８８５㎡の賃貸借です。下原委員の掘

り起しです。 

整理番号２７番、田４筆、１，６９５㎡の賃貸借です。 

整理番号２８番、田１筆、２，０１１㎡の賃貸借です。 

整理番号２９番、田９筆、７，９６２．７７㎡の賃貸借です。 

整理番号３０番、田１筆、２，４０５㎡の賃貸借です。 

整理番号３１番、田３筆、１，１００㎡の使用貸借です。 

整理番号３２番、田６筆、２，９２３㎡の賃貸借です。 

整理番号３３番、田１筆、９８２㎡の賃貸借です。 

整理番号３４番、田２筆、１，８５０㎡の賃貸借です。 
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整理番号３５番、田１３筆、８，６６６㎡の賃貸借です。こちらは

備考欄に記載のとおり福迫委員の掘起しです。 

整理番号３６番、田１筆、２，０６４㎡の賃貸借です。 

整理番号３７番、田１筆、５０５㎡の賃貸借です。 

整理番号３８番、畑１筆、５，６０７㎡の使用貸借です。前原委員

の掘り起しです。 

以上、本計画において、賃借権の設定等を受ける者は、賃借権の

設定等を受けた後に、農用地のすべてを効率的に利用して耕作する

こと及び、農作業に常時従事することなど、何ら問題ないと考えま

す。皆様のご審議方よろしくお願いいたします。 

尾山議長  ただいま、事務局の説明が終わりました。これより議案第３号の

審議に入ります。整理番号７番の貸付先は、下原委員の同居する親

族であります。よって農業委員会等に関する法律第３１条「議事参

与の制限」の規定に基づき下原委員の退席を求めて審議します。下

原委員の退席をお願いします。 

 （下原委員退席） 

尾山議長  それでは、ただ今から整理番号７番について各委員の質疑を求め

ます。質疑はありませんか。 

 （なしと言う者多数あり） 

尾山議長  質疑なしの発言がありましたので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。整理番号７番は原案のとおり承認することに

賛成の委員の挙手を求めます。 

  （全員挙手） 

尾山議長  全員賛成と認めます。よってお諮りのとおり決定いたします。下

原委員の退席を解きます。 

  （下原委員着席） 

尾山議長  それでは、整理番号７番を除く、議案第３号の審議に入ります。

各委員の質疑を求めます。質疑はありませんか。 
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 （なしと言う者多数あり） 

尾山議長  質疑なしの発言がありましたので、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。整理番号７番を除く、議案第３号は原案のと

おり承認することに賛成の委員の挙手を求めます。 

  （全員挙手） 

尾山議長  全員賛成と認めます。よってお諮りのとおり決定いたします。議

案第３号については、原案のとおり宮崎県農業振興公社に農用地利

用促進計画の作成を要請します。次に、議案第４号「農地法第５条

の規定による許可申請について」と議案第５号「非農地証明願いに

ついて」を議題とします。事務局から説明をお願いします。 

事務局  議長。 

尾山議長  事務局。 

事務局 議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請について」ご説

明いたします。今月の許可申請件数は１件です。申請人等の住所氏

名、立地基準については省略させていただきます。 

４０ページをお開きください。整理番号１番、申請地は大字〇〇、

畑１筆、６６７㎡を駐車場敷地として申請するものです。権利関係

は売買です。工事期間は令和５年６月５日から６月１５日までとな

っています。事業費につきましては、土地取得費〇〇円、を自己資

金により対応されます。その他につきましては自己労力となります。

雨水については地下浸透にて処理します。  

続けて、議案第５号「非農地証明願いについて」ご説明いたしま

す。４１ページをお開きください。今月の証明願い件数は１件です。

申出人の住所氏名、立地基準については省略させていただきます。 

４２ページをお開きください。整理番号１番、場所が、大字〇〇、

畑１筆、１１５㎡です。申請理由は原野です。 

以上、ご審議方よろしくお願い致します。 

尾山議長  事務局の説明が終わりました。議案第４号と議案第５号についに
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ついては、４月２７日に、第１小委員会で審議がされておりますの

で、ここで第１小委員長から報告をお願いします。 

下原第１小委員長   議長。 

尾山議長 下原第１小委員長。 

下原第１小委員長  それでは、第１小委員会の報告を行います。会長から招集を受け

まして、４月２７日に、委員１０名、事務局３名の計１３名の出席

のもと、第１小委員会を開催いたしました。今回の議案は、農地法

第５条１件、非農地証明願い１件、計２件でございます。それでは、

議案ごとに、ご説明いたします。 

議案第４号、農地法第５条、整理番号１番についてご説明いたし

ます。譲受人は、隣接地で飲食店を営んでおり今回、駐車場を取得

したく、適地を探していたところ、譲渡人の所有する申請地の承諾

を得たので申請するものです。場所は〇〇地区です。○○から北側

に約３．３キロのところに位置します。申請地の状況は、北側は公

衆用道路、南側は雑種地、西側・東側はため池に接しております。周

囲の農地への影響はないと判断し、その他、特に問題は見当たりま

せんでした。 

 続きまして、議案第５号非農地証明願いについてご説明いたしま

す。整理番号１番についてご説明いたします。申請地区は〇〇地区

でございます。現況は原野となります。その土地の周囲の状況から

見て、その土地を農地として復元しても継続して利用することがで

きないと判断しました。その他、特に問題は見当たりませんでした。 

 以上、第１小委員会は、慎重審議しましたけ結果、農地法第５条

１件、非農地証明願い１件、計２件につきまして、全会一致で許可

相当及び非農地としてやむを得ないと判断いたしました。皆様のご

審議をお願いしまして、第１小委員会の報告を終わります。 

尾山議長  続きまして、事務局より判断根拠の説明をお願いします。 

事務局 議長。 
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議長  事務局。 

事務局  判断根拠をご説明いたします。農地法第５条の規定による転用許

可申請において、一般基準につきましては、申請書に基づき審査し

た結果問題ございませんでした。立地基準につきましても小委員長

報告にありましたとおり問題ないとのことでございます。 

また、非農地証明願いについて、県が示す証明書交付手続き要領

及び市農業委員会非農地判定に係る取扱基準に合致していると判断

いたします。よりまして、今月の議案第４号と議案第５号の計２件

につきましては、転用許可基準及び、非農地判断基準を全て満たし

ていると判断いたします。以上でございます。 

尾山議長  ただいま、第１小委員長報告及び事務局の説明がありました。 

 これより審議に入ります。各委員の質疑を求めます。質疑はあり

ませんか。 

 （なしと言う者多数あり） 

尾山議長  質疑なしの発言がありましたので、質疑を終結いたします。 

 議案第４号と議案第５号に対する第１小委員長の判断は、許可相

当でありますの判断は、許可等相当であります。 

 また、事務局の判断も許可等相当であります。お諮りいたします。 

 議案第４号と議案第５号は、原案のとおり承認することに賛成の

委員の挙手を求めます。 

 （全員挙手） 

尾山議長   全員賛成と認めます。議案第４号は、原案のとおり、許可相当と

して知事に意見書を送付いたします。 

 また、議案第５号は、お諮りのとおり決定いたします。 

 以上で本日の議案審議は終了いたしました。 

  

      終了時間 午前１０時４５分 

  

 


